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支出最高額決定書

公職選挙法第１８０条第２項の規定に基づき
令和７年１０月１９日執行の　　　　　　　　　　　　選挙　における候補者の出納責任者が選挙運動費用として支出することができる最高金額は、次のとおりとします。

　支出できる最高額　　　　　　　　　　　円　


　　令和７年　　月　　日


出納責任者選任者

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞


出納責任者

氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞
・この書類は２部作成し、選任者及び出納責任者がそれぞれ１部保管してください。
・選挙管理委員会への提出は不要です。

	
